
谷地頭・湯川老人福祉センターの利用について

１週間(日～土）あたり，両センターあわせて３回まで入浴可能

① 下記窓口で，利用券を提示し，「老人福祉センター入浴施設利用に関する同意書」

を提出のうえ，入浴カードの交付を受けてください。

※ 利用券と別に申請する場合は住所が確認できる書類（運転免許証，マイナンバー

カードなど）が必要です。

② 入浴の際には，利用券と入浴カードを窓口に提出してください。

○ 谷地頭老人福祉センター 月～土 9：30～16：30（日曜・祝日休館）

○ 湯川老人福祉センター 火～日 9：30～16：30（月曜・祝日休館）

【お問合せ，利用券・入浴カード申請窓口】

谷地頭老人福祉センター（谷地頭町13番18号） 0138-22-0264 

湯川老人福祉センター （湯川1丁目7番26号） 0138-57-6061

入浴日・時間

○ 谷地頭老人福祉センター

月・火，木～土（祝日等を除く）10時30分～14時30分（14時00分受付終了）

○ 湯川老人福祉センター
火～日（祝日等を除く） 9時30分～15時45分（15時15分受付終了）

利用回数

利用手順

入浴サービスについて

利用できる方

函館市内に住所を有する満60歳以上の方

開館日・時間

利用方法

〇 下記窓口で利用券を申請し，交付を受けてください。

〇 老人福祉センターを利用する際は，必ず利用券を提示してください。

※ 総合福祉センター内老人福祉センター利用券でも入館可能です。

【利用券申請に必要なもの】

① 身分証明書（運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードなど）

② 緊急連絡先（ご家族など緊急時に連絡できる電話番号）

利用料：無料


